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　令和7年度神奈川県一般会計の補正予算（第9号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ218億7,757万9千円を追加し、歳入歳出

  予算の総額を歳入歳出それぞれ2兆4,271億1,072万1千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

　予算の金額は、「第1表  歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正)

第2条  繰越明許費の追加は、「第2表  繰越明許費追加」による。

2　繰越明許費の変更は、「第3表  繰越明許費変更」による。

（地方債の補正）

第3条  地方債の変更は、「第4表  地方債変更」による。

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

定県第207号議案

令和7年度神奈川県一般会計補正予算（第9号）

令和8年2月12日 提出
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第  表 歳入歳出予算補正1

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

4 地 方 交 付 税 153,820,862 1,274,470 155,095,332

1 地 方 交 付 税 153,820,862 1,274,470 155,095,332

6 分担金及び負担金 332,528 59,448 391,976

1 分 担 金 17,130 19,248 36,378

2 負 担 金 315,398 40,200 355,598

8 国 庫 支 出 金 204,618,482 15,974,342 220,592,824

2 国 庫 補 助 金 125,603,844 15,974,342 141,578,186

13 諸 収 入 28,866,802 568,319 29,435,121

6 負 担 交 付 収 入 7,222,545 568,282 7,790,827

9 立 替 収 入 987,202 37 987,239

14 県 債 80,363,000 4,001,000 84,364,000

1 県 債 80,363,000 4,001,000 84,364,000

歳 入 合 計 2,405,233,142 21,877,579 2,427,110,721
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歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

3 環 境 費 16,052,827 5,644 16,058,471

3 自 然 保 護 費 1,153,972 5,644 1,159,616

4 民 生 費 403,093,445 2,021,765 405,115,210

1 社 会 福 祉 費 18,178,135 501,128 18,679,263

2 障 害 福 祉 費 100,769,276 118,739 100,888,015

3 老 人 福 祉 費 147,550,570 1,401,898 148,952,468

5 衛 生 費 246,160,333 3,260,474 249,420,807

1 公 衆 衛 生 費 21,541,011 62,679 21,603,690

4 医 薬 費 205,452,210 3,197,795 208,650,005

7 農 林 水 産 業 費 18,700,164 1,109,902 19,810,066

1 農 業 費 3,322,260 70,000 3,392,260

3 農 地 費 2,043,286 676,495 2,719,781

4 林 業 費 10,341,647 363,407 10,705,054

9 土 木 費 118,617,280 6,060,567 124,677,847

1 土 木 管 理 費 11,483,268 46,358 11,529,626

2 道 路 橋 り ょ う 費 52,184,307 1,338,315 53,522,622

3 河 川 海 岸 費 29,971,671 3,054,954 33,026,625

4 砂 防 費 8,806,988 1,521,540 10,328,528

7 都 市 計 画 費 6,746,482 99,400 6,845,882

11 教 育 費 423,734,497 9,419,227 433,153,724

1 教 育 総 務 費 37,828,860 9,359,227 47,188,087

4 高 等 学 校 費 120,087,558 60,000 120,147,558

歳 出 合 計 2,405,233,142 21,877,579 2,427,110,721

3



事 業 名 金 額

千円

3 環境費 5,644

3 自然保護費 5,644

鳥獣保護管理費 5,644

4 民生費 1,797,886

1 社会福祉費 315,694

福祉人材養成確保事業費 315,694

2 障害福祉費 80,294

障害者地域生活支援事業費 4,054

障害者総合支援法等施行事務費 12,083

障害福祉地域サービス推進事業費 9,174

障害福祉施設先進技術活用促進事業費 51,939

障害児支援事業費補助 3,044

3 老人福祉費 1,401,898

介護生産性向上推進事業費 981,838

民間老人福祉施設整備費補助 420,060

5 衛生費 3,260,474

1 公衆衛生費 62,679

歯科保健対策費 58,000

医療施設等経営強化緊急支援事業費 4,679

4 医薬費 3,197,795

産科・小児医療確保事業費 716,073

職場環境整備等事業費 2,080,000

　第 2 表　繰越明許費追加

款 項
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事 業 名 金 額

千円

医療施設等経営強化緊急支援事業費 324,522

三次救急医療対策費 77,200

7 農林水産業費 70,000

1 農業費 70,000

スマート農業研修環境整備事業費 70,000

9 土木費 46,358

1 土木管理費 46,358

地籍調査費 46,358

11 教育費 348,100

1 教育総務費 348,100

公立学校情報機器整備基金積立金 348,100

合計 5,528,462

款 項
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補 正 前 補 正 後

金 額 金 額
千円 千円

4 民生費 2 障害福祉費 民間障害福祉施設整備費補助 3,258 41,703

7
農林水産
業費

3 農地費 農業水利施設予防保全事業費 44,648 130,848

7
農林水産
業費

3 農地費 県営かんがい排水事業費 33,000 43,030

7
農林水産
業費

3 農地費 農村振興整備事業費 57,217 100,387

7
農林水産
業費

3 農地費 農道整備事業費 523,000 541,900

7
農林水産
業費

3 農地費 農地保全事業費 35,211 60,011

7
農林水産
業費

3 農地費 農業用施設防災対策事業費 168,874 439,469

7
農林水産
業費

3 農地費 湛水防除事業費 77,180 247,180

7
農林水産
業費

4 林業費 林業担い手対策事業費 82,736 84,551

7
農林水産
業費

4 林業費 林道改良事業費 651,453 694,045

7
農林水産
業費

4 林業費 治山事業費 308,767 627,767

9 土木費 2 道路橋りょう費 道路災害防除事業費 2,704,128 2,803,219

9 土木費 2 道路橋りょう費 電線地中化促進事業費 795,433 871,433

9 土木費 2 道路橋りょう費 交通安全施設等整備費 2,645,286 2,928,116

9 土木費 2 道路橋りょう費 橋りょう補修費 2,495,988 2,515,988

9 土木費 2 道路橋りょう費 道路改良費 4,509,732 4,639,732

9 土木費 2 道路橋りょう費 街路整備費 2,731,727 2,856,727

9 土木費 3 河川海岸費 河川環境整備事業費 27,253 279,769

9 土木費 3 河川海岸費 水防情報基盤緊急整備事業費 1,091,763 1,230,811

9 土木費 3 河川海岸費 河川改修事業費 9,787,311 10,912,311
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　第 3 表　繰越明許費変更

款 項 事 業 名



補 正 前 補 正 後

金 額 金 額
千円 千円

9 土木費 3 河川海岸費 都市基盤河川改修費 308,136 729,512

9 土木費 3 河川海岸費 海岸高潮対策費 542,211 892,211

9 土木費 4 砂防費 通常砂防事業費 1,889,992 2,123,992

9 土木費 4 砂防費 地すべり対策事業費 204,660 248,660

9 土木費 4 砂防費 急傾斜地崩壊対策事業費 3,215,000 4,458,540

9 土木費 7 都市計画費 都市公園整備費 638,063 737,463

7

款 項 事 業 名



限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（農林水産業債） 千円 千円

一般公共事業費 2,789,000 3,136,000

（土木債）
一般公共事業費

8

補 正 前

　第 4 表　地方債変更

起債の目的

23,226,000

年
5.0%
以内｡
ただ
し、
利率
見直
し方
式で
借り
入れ
る公
的資
金に
つい
て、
利率
の見
直し
を行
った
後に
おい
ては､
当該
見直
し後
の利
率と
する｡

償還期間
　据置期間
　を含め60
　年以内。
　ただし、
　財政の都
　合により
　償還年限
　を短縮し､

　繰り上げ
　し、又は
　低利債に
　借り替え
　ることが
　できる。

償還財源
　一般歳入
　又はその
　他

年
5.0%
以内｡
ただ
し、
利率
見直
し方
式で
借り
入れ
る公
的資
金に
つい
て、
利率
の見
直し
を行
った
後に
おい
ては､
当該
見直
し後
の利
率と
する｡

補 正 後

償還期間
　据置期間
　を含め60
　年以内。
　ただし、
　財政の都
　合により
　償還年限
　を短縮し､

　繰り上げ
　し、又は
　低利債に
　借り替え
　ることが
　できる。

償還財源
　一般歳入
　又はその
　他

26,880,000

借入先
　財務省、
　銀行又は
　その他

借入方法
　債券発行
　（他の地
　方公共団
　体との共
　同発行を
　含む｡)又
　は普通貸
　借の方法
　による。
　債券発行
　の場合に
　おける発
　行価格に
　ついては､

　知事が定
　める。

借入時期
　令和7年
　度。ただ
　し、事業
　その他の
　都合によ
　り、その
　一部又は
　全部を翌
　年度に繰
　り延べ起
　債するこ
　とができ
　る。

その他
　経済界そ
　の他の状
　況により
　長期債の
　借り入れ
　が適当で
　ないと認
　めるとき
　は、知事
　が適宜償
　還期間を
　定め、長
　期債を償
　還財源と
　する短期
　債をもっ
　て一時本

借入先
　財務省、
　銀行又は
　その他

借入方法
　債券発行
　（他の地
　方公共団
　体との共
　同発行を
　含む｡)又
　は普通貸
　借の方法
　による。
　債券発行
　の場合に
　おける発
　行価格に
　ついては､

　知事が定
　める。

借入時期
　令和7年
　度。ただ
　し、事業
　その他の
　都合によ
　り、その
　一部又は
　全部を翌
　年度に繰
　り延べ起
　債するこ
　とができ
　る。

その他
　経済界そ
　の他の状
　況により
　長期債の
　借り入れ
　が適当で
　ないと認
　めるとき
　は、知事
　が適宜償
　還期間を
　定め、長
　期債を償
　還財源と
　する短期
　債をもっ
　て一時本



限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

9

起債の目的
補 正 前 補 正 後

　起債にか
　えること
　ができる｡

　この場合
　長期債の
　借入時期
　は、短期
　債の償還
　終期まで
　延長する｡

　起債にか
　えること
　ができる｡

　この場合
　長期債の
　借入時期
　は、短期
　債の償還
　終期まで
　延長する｡

合計 80,363,000 84,364,000





（総  則）

第1条　令和7年度神奈川県流域下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めると

　ころによる。

（資本的収入及び支出の補正）

第2条　令和7年度神奈川県流域下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条に

　定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目） （前回までの累計額） （補正予定額） （計）

（企業債の補正）

第3条　予算第6条中限度額を次のとおり補正する。

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

11

企業債

2,888,056千円

負担金

資本的収入

143,000千円

令和8年2月12日 提出

支　　　　出

第1款 609,250千円 8,483,495千円

第1項

第2項

第3項

1,438,416千円 143,750千円 1,582,166千円

定県第208号議案

令和7年度神奈川県流域下水道事業会計補正予算（第2号）

第1項

収　　　　入

第1款

1,399,000千円

6,216,119千円

1,256,000千円

6,825,369千円609,250千円

7,874,245千円

6,075,070千円

322,500千円 3,210,556千円国庫補助金

資本的支出

建設改良費 609,250千円 6,684,320千円

起債の目的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

建設改良費 1,256,000 1,339,000

千円千円





　　　　

（科目）

（企業債の補正）
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起債の目的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

一般建設改良費 16,000,000 20,300,000

27,668,386千円

支　　　　出

第1款 資本的収入

第1項 企業債

21,189,416千円

第1項 一般建設改良費

16,000,000千円

定県第209号議案

（総  則）

令和7年度神奈川県水道事業会計補正予算（第2号）

  による。

（資本的収入及び支出の補正）

第1条  令和7年度神奈川県水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところ

第2条　令和7年度神奈川県水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文

　括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額198億4,328万4千円」を

（前回までの累計額）

第1款 資本的支出 41,032,700千円

第7項 補助金

　12億3,678万円及び当年度分損益勘定留保資金127億7,986万円」に改め、資本的

（計）

4,895,692千円

 （補正予定額）

32,857,810千円

5,189,424千円

5,189,424千円

20,300,000千円4,300,000千円

595,692千円

46,222,124千円

250,302千円 845,994千円

　収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第3条  予算第6条中限度額を次のとおり補正する。

26,085,108千円

　「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額201億3,701万6千円」に、「建

　設改良積立金8億3,600万円」を「建設改良積立金36億8,210万4千円」に、「過年

　度分損益勘定留保資金3億3,422万円、当年度分損益勘定留保資金133億8,868万8千

　円及び繰越利益剰余金処分額28億4,610万4千円」を「過年度分損益勘定留保資金

収　　　　入

千円 千円



神奈川県知事    黒    岩    祐    治

令和8年2月12日 提出
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（科目）

神奈川県知事    黒    岩    祐    治
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令和8年2月12日 提出

定県第210号議案

第1条  令和7年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計の補正予算（第2号）は、次に定

（総  則）

令和7年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計補正予算（第2号）

　　　　

  めるところによる。

（資本的収入及び支出の補正）

第2条  令和7年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計予算第4条に定めた資本的収入及

  び支出の予定額を次のとおり補正する。

716,727千円

252,516千円 716,727千円

第1項
三保ダム施設改
良受託収入

252,516千円

464,211千円

支　　　　出

第1款 資本的支出 252,516千円 716,727千円

第1項
三保ダム施設改
良費

464,211千円

収　　　　入

（前回までの累計額）  （補正予定額） （計）

464,211千円

464,211千円 716,727千円

第1款 資本的収入 252,516千円




